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体幹「軸」の安定した身体づくりを目指した 
運動です。骨格のゆがみや癖を解消し、腰痛・ 
肩こり改善と共にウエスト引き締め効果があ 
ります。強度＜弱＞　※靴は使用しません。 

内　容 

日　時 

コース2　ピラティス教室

 4月5日～5月31日までの月曜 13時30分～ 
14時30分（全8回）※5月3日は休講 

血行促進や柔軟性の向上、筋肉の疲労回復、 
身体のゆがみを調整する効果があります。 
強度＜弱＞　※靴は使用しません。 

内　容 

日　時 

コース5　癒しのヨガ教室 

 4月2日～5月21日までの金曜 
13時30分～14時30分（全8回） 

女性的な曲線を描く動きや身体をパーツごと 
に動かすため、インナーマッスルが鍛えられ、 
健康的で女性らしいメリハリボディ作りに役立 
ちます。初めての方でも気軽にご参加いただ 
けます。強度＜弱＞　※靴は使用しません。 

内　容 

日　時 

コース4　ベリーダンスエクササイズ

 4月1日～5月27日までの木曜 19時30分～ 
20時30分（全7回）※4月29日・5月6日は休講 

体育室 
中学生以上 
町内在住・在勤者1回300円、町外者1回450円 

 3月13日�必着。応募多数の場合は抽選。 
締切日以降の空き状況については、お問い合 
わせください。�

場　所 各80名 定　員 
対　象 
費　用 

申込方法 

申込締切 

【ゆめくる各種教室　コース１～５の共通事項】

　運動や栄養に関する知識を備えたトレーナーが2名常駐
し、サポートします。トレーニングの仕方からご希望に合
わせた個別プログラムの作成・管理 
作成後フォローを行います。 
詳しい内容は、トレーニングルーム 
にて。ぜひ見学にお越しください。 
※ご利用は、初回講習会受講後にな 
ります。 

休館日を除き毎日実施しています。         
時間：①9時30分～　②14時～　③19時30分～ 
※希望日の2週間前から前日まで予約受付（電話予約可） 

初　回 
講習会 

電話またはトレーニングルームにて予約受付します。 

　他にもプログラムがございます。 
詳しくは、�724－0717へお問い合わせください。 

個別プロ 
グラム 

トレーニングルーム利用案内トレーニングルーム利用案内

歩く動作を中心とした内容を繰り返し行い、 
脂肪を燃焼させます。強度＜中＞  内　容 

日　時 

コース3　歩くエアロビクス

 4月7日～5月26日までの水曜 
10時～11時（全7回）※5月5日は休講 

簡単でわかりやすい動作で行い、初めてエアロ 
ビクスに参加する方向けのクラス。強度＜弱＞  内　容 

日　時 

コース1　初めてエアロビクス

 4月5日～5月31日までの月曜 
10時～11時（全8回）※5月3日は休講 

必ず往復はがきに①希望するコース②住所 
（町外在住で町内在勤の方は、勤務先名、所
在地、電話番号も記入）③氏名④年齢（学年）
⑤性別⑥電話番号を記入のうえ、下記へ郵送 
〒362－0806　伊奈町大字小室2450－1　 
ふれあい活動センター「ゆめくる」 
※複数のコースを希望の場合、コースごとに
往復はがきでお申し込みください。 

内　容 

日　時 

場　所 
対　象 
定　員 

費　用 

持ち物 

申込み 

①素敵なマーガレットのティッシュケース（2回）
②ベリーの実の布バッグ（1回） 
③かわいいお花の小物入れ（1回）※全4回 
4月12日・26日、5月10日・24日（各月曜日） 
10時～12時 
創作室 
一般成人 
20名(先着順） 
4,000円（ティッシュケース、布バッグ、小物 
入れ等の材料費含む） 
※筆、絵の具、パレット等は貸し出し 
水入れ（空ビン）、ぞうきん１枚、筆記用具、 
持ち帰り袋 
ゆめくる窓口または電話で受付 

内　容 

日　時 
場　所 
対　象 

定　員 

参加費 

持ち物 

申込み 

 4月から各種教室の「コース4」
で行われるベリーダンスエクササ
イズをいち早くお届け!!

3月19日�19時30分～20時30分 
会議室 

30名（先着順）       
※人数が限られています。お早めにお申し込み 
ください！ 

運動できる服装、タオル、飲み物（水分補給で 
きるもの）　※靴は使用しません。 

3月1日�9時からゆめくる窓口または電話で受付 

中学生以上（初めての方、大歓迎!!） 

町内在住・在勤者300円、町外者450円 
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　保健センターへ償還払いの申請をしてください。�
  申請に必要なもの 
①接種した医療機関が発行した「新型インフルエンザ予
防接種済証」または、新型インフルエンザ予防接種の
記録のある母子手帳�
②領収書�
③印鑑（朱肉を使うもの）�

④接種対象者(保護者)の振込口座のわかるもの�
  （申請用紙は、保健センター窓口で配布するほか、
町ホームページからダウンロードできます。）�
  申請期限�
　平成22年 3 月31日までに接種をした方は、平成22年 4 
月 9 日�までに保健センターで手続きを行ってくださ
い。�

上記接種費用の全額免除または一部軽減の対象者で、�
町外医療機関で接種を受ける方またはすでに接種費用を医療機関へ支払った方�

新型インフルエンザ�
ワクチン接種について�
新型インフルエンザ�
ワクチン接種について�

  対象者　�
　生活保護受給者、町・県民税非課税世帯�
  助成を受けるには 
　医療機関で接種を受ける前に、該当者に「伊奈町新型
インフルエンザ接種費用免除証明書」の交付をしますの
で、保健センターへ申請をしてください。（申請日当日
の証明書発行はできません。）�
  申請に必要なもの 
・接種者本人と確認のできるもの（運転免許証または健�

�
康保険証）�
・印鑑（朱肉を使うもの）�
※ご家族の方が申請に来られる場合についても、来ら
れた方および接種者本人の確認できるものをご持参
ください。�
※平成21年 1 月 2 日以降の転入者は、平成21年 1 月 1 
日に住所登録のある市町村で、世帯全員分の非課税
証明書もご用意ください。�

  対象者�
　接種時点で伊奈町に住所があり、平成22年 3 月31日ま
でに次の①または②に該当する方�
①満 1 歳から小学 3 年生相当までの方�

�
②妊婦（接種時点で母子手帳をお持ちの方）�
　詳しくは、保健センター�７２０━５０００へお問
い合わせください。�

接種費用の全額免除�

接種費用の一部軽減（1回あたり1,000円を助成）�

新型インフルエンザワクチン接種について�新型インフルエンザワクチン接種について�

新型インフルエンザ�
ワクチン接種について�
新型インフルエンザ�
ワクチン接種について�
新型インフルエンザ�
ワクチン接種について�

　新型インフルエンザワクチンは任意の予防接種で、
希望者を対象に各医療機関で行われています。 
　町では、新型インフルエンザワクチン接種対象者の
負担軽減を図るため、ワクチン接種費用の全額または
一部を助成します。なお、対象者は、次のとおりです。 

3　保健センター�７２０－５０００�
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